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第１章 

福津市地域公共交通網形成計画の概要 
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１．計画の概要 
１-１．福津市における公共交通に関する問題認識 

現在、福津市を取り巻く公共交通の現状と抱える問題点は、以下に示すとおりです。 

 

①市街地部（用途地域内）の発展 

・市街地部（用途地域内）では、人口が増加傾向にあり、各種の生活利便施設や住宅の立地が

進むなど今後も人口が増加すると推測されます。 

・人口が集中するなか、高齢人口も増えるものの、生産年齢人口や年少人口も多いことが特徴

として挙げられます。 

・人口の高密度化が進むとともに、更なる生活利便施設が立地し市街地の高度化が今後も期待

できます。 

 

②縁辺部（用途地域外）の衰退 

・縁辺部（用途地域外）では、人口が減少傾向にあり、各種の生活利便施設の立地が見込めな

いうえ、現在の施設も維持が困難となることが推測されます。 

・人口減少が進むなか、高齢人口の割合が高く、年少人口の割合が低いといった少子高齢化が

顕著に表れている地域です。 

・人口の低密度化が進行するとともに、生活利便施設が撤退し、利便性の低下により人口減少

や少子高齢化が一層進むことが懸念され、集落の維持が困難になることが予測されます。 

 

③ＪＲ九州バスの一部路線廃止 

・ＪＲ九州バスにおいては、上西郷地域を東西に走り、直方市・宮若市とＪＲ福間駅を結ぶバ

ス路線が令和元年９月３０日をもって廃止されます。 

・当バス路線の廃止により、上西郷地域における交通サービスの低下が懸念されます。 

 

④地域間格差の拡大 

・市街地部（用途地域内）では生活利便性の向上による人口増加が予測されるものの、縁辺部

（用途地域外）では生活利便性の低下による人口減少と高齢化が懸念され、地域間格差が今

後も拡大していくことが予測されます。 
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▲都市構造と地域の抱える問題点 

・JR九州バスの一部路線廃止 

⇒上西郷地域における交通サー

ビスの低下 

・人口増加傾向 

・将来的にもさらに人口増加が進むこ

とが推測される 

・生産年齢人口とともに年少人口が

多い 

・縁辺部と比べて人口が多いことか

ら、高齢人口も多い 

⇒人口の高密度化 

⇒市街地としての発展が期待 

⇒今後も交通サービスレベルを維

持・向上させることが必要 

・人口減少傾向 

・将来的にも人口減少が進むことが推

測できる 

・高齢人口が多い 

⇒人口の低密度化の懸念 

⇒集落維持の懸念 

⇒今後、交通サービスレベルの維持

が困難となる懸念 

●地域間格差の拡大 

⇒地域間格差の是正 

⇒縁辺部(用途地域外)居住者へ

の交通サービスレベルの維持・向

上 

▼縁辺部(用途地域外) 

▼市街地部(用途地域内) 
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１-２．計画の目的 

福津市地域公共交通網形成計画（以下、「本計画」という）は、地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律（平成１９年法律第５９号、以下「法」という。）に基づき、本市のまちづくりと一

体となり、将来にわたって市民生活を支える利便性の高い公共交通体系の構築に向けた取り組み

を検討し、福津市における地域公共交通のマスタープランを策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-３．地域公共交通網形成計画の位置付け 

本計画は、福津市における施策の方向性を示す「まちづくり基本構想」（令和元年９月）を上位

計画とし、その他の関連計画を踏まえ策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

関連計画 

連携 

交通政策基本法（平成 25 年 12 月施行） 

日常生活等の必要不可欠
な交通手段の確保等 

まちづくりの観点からの
交通施策の促進 

関係者相互間の連携と 
共働の促進 

地域公共交通活性化・再生法の一部改正（平成 26 年 11 月施行） 

まちづくり、観光振興
等の地域戦略との 
一体性の確保 

地域社会全体を見渡し
た総合的な公共交通網

の形成 

地域特性に応じた 
多様な交通サービス 

の組合せ 

住民の協力を含む 
関係者の連携 

福津市地域公共交通網

形成計画 

■福津市まちづくり計画「まちづくり基本構想」(令和元年 9

月/福津市) 

■第２期福津市まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和２年 

１２月/福津市) 

■第２次福津市都市計画マスタープラン(令和４年１０月改

訂/福津市) 

■福津市郷づくり基本構想(平成 30 年 3 月/福津市) 

■福津市公共施設等総合管理計画(令和５年３月改訂/福津

市) 

■第３期福津市地域福祉計画・第２期福津市地域福祉活動計

画(令和４年３月/福津市・社会福祉法人福津市社会福祉協

議会) 

■市街地部と縁辺部との地域間格差の是正を目的に、各地域のニーズに合った公共交通網を形成 

■高齢化・過疎化の進行が懸念される中、世代間格差をフォローアップするとともに効率的で持続

可能な公共交通網を形成 

■これらを踏まえ、生活利便性の向上を目指した交通サービスの維持・向上を図る施策を展開 

 

⇒ 各地域の課題に対応し、現況及び将来を見据えた「地域公共交通マスタープラン」の 

策定が必要 
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１-４．計画の対象区域と計画期間 

（１）計画の区域 

本計画は、福岡県福津市全域を対象とします。 

なお、必要に応じて隣接する市町との連携を図ります。 

 

（２）計画期間 

本計画の期間は、策定時から令和７年９月までとします。 

なお、期間内においても必要に応じて計画の見直し、修正を行います。 

 

 

１-５．計画の枠組み 

本計画は、以下の７つの項目で構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の移動実態とニーズ 

各種調査で把握した公共交通に対す
る市民の意向を地域別に整理していま
す。 

将来のまちづくりの方向性と   

公共交通のかかわり 

上位･関連計画から公共交通の位置
付け・方向性を確認し、役割を整理し
ています。 

福津市の地域及び公共交通の現状 

本市における地域特性や市民の移動特性、公共交通の状況などを
整理しています。 

▲福津市地域公共交通網形成計画の枠組み 

計画目標と目標達成のための取り組み 

計画の目標と目標を達成するための施策、その施策の実施期間・
実施主体を示し、目標の達成状況を評価する数値指標を定めていま
す。 

公共交通の基本方針・あり方 

福津市の目指す将来像と公共交通の果たすべき役割を示し、公共
交通の課題を踏まえて、公共交通の基本方針・あり方を定めていま
す。 

計画達成状況の評価 

計画を推進していくための各主体の役割を示しています。また、計
画達成の評価の考え方や評価の検証方法について示しています。 

福津市における公共交通の問題点・課題 

本市の公共交通の問題点・課題を整理しています。 
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